
 

 

 

 

尼崎市職員措置請求に係る監査結果に基づく勧告に対する措置について 

 

 尼崎市長は、令和2年9月18日に地方自治法第242条第1項の規定により、住民から尼崎市監

査委員に対して提出された尼崎市職員措置請求書について、次のとおり措置しました。 

 

１ 措置の内容 

  尼崎市長は尼崎市議会議長に対し、次のとおり措置しました。 

 ⑴ 当初措置（令和2年11月24日） 

   「尼崎市職員措置請求に係る監査結果に基づく勧告に対する措置について」 

（別紙1）のとおり 

 ⑵ 追加措置（令和2年12月9日） 

   「尼崎市職員措置請求に係る監査結果に基づく勧告に対する措置について」 

（別紙2）のとおり 

 

２ 監査委員への通知（令和2年12月9日） 

  「尼崎市職員措置請求に係る監査結果に基づく勧告に対する措置について（通知）」 

（別紙3）のとおり 

 

３ （参考）経過等（日付はいずれも令和2年） 

   9月18日 住民から尼崎市監査委員に対し、「尼崎市職員措置請求書」（一部抜粋 別

紙4）が提出される。 

  11月13日 尼崎市長は尼崎市監査委員から発出された「尼崎市職員措置請求に係る監査

結果について（通知）」（別紙5）を受ける。 

  11月24日 尼崎市長は尼崎市議会議長に対し、「尼崎市職員措置請求に係る監査結果に

基づく勧告に対する措置について」（別紙1）を発出した。 

  12月 7日 尼崎市長は尼崎市議会議長から発出された「尼崎市職員措置請求に係る監査

結果に基づく勧告に対する措置について」（別紙6）を受ける。 

  12月 9日 「尼崎市職員措置請求に係る監査結果に基づく勧告に対する措置について」

（別紙6）を受け、尼崎市長は尼崎市議会議長に対し、「尼崎市職員措置請求

に係る監査結果に基づく勧告に対する措置について」（別紙2）を発出した。 

同日、尼崎市長は尼崎市監査委員に対し、「尼崎市職員措置請求に係る監査

結果に基づく勧告に対する措置について（通知）」（別紙3）を発出した。 

以 上  

令和 2年 12 月 10日 

所 属 総務局企画管理課 

所属長 大石 照男 

電 話 06-6489-6169 
































































